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第１章  総 則 
 

第１条 本会は、中野区立中野中学校ＰＴＡと称し、 
事務所を同校内に置く。 

 
第２条 本会は、会員相互の緊密な連携により、本校教育の

振興と生徒の心身の健全な成長および福祉増進に 
寄与し、会員の教養向上と親睦を図ることを目的と
する。 

 
第３条 本会は、前条の目的達成のために、家庭と学校、地域

社会と連携をとり、必要な活動や会合、催物、関係 
方面への意見具申や資料提供を行う。 

 
第４条 本会は、青少年の育成環境向上を本旨とする団体で

あり、次の方針に従う。 
1. 会員による自主的かつ民主的な運営を行う 
2. 学校の人事や管理に干渉しない。 
3. 営利的、宗教的、政治的な、いかなる行為にも
関係しない。 

4. 他の団体からの制約、干渉を受けない。ただし、
目的を同じくする他の団体、機関とは必要に 
応じて協力する。 

 
 
 

第２章  会 員 
 

第５条 本会の会員は、本校に在籍する生徒の保護者（以下
保護者会員という）と、本校の校長および教職員 
（以下教職員会員という）とする。 

 
第６条 校長は、いかなる会議にも参加し、意見を述べる  

ことができる。 
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第３章 組 織 

 
第７条  本会に次の機関・組織を置く。 

1. 総会 
2. 運営委員会 
3. 役員会 
4. 広報委員会 
5. 地区委員会 
6. 推薦委員会 
7. 特別委員会 
8. 会計監査 
9. サークル 

 
 
 

第４章  総 会 
 

第８条 総会は、この会の最高議決機関であり、定期総会は
毎年度はじめに会長が招集する。臨時総会は会長 
又は運営委員会が必要と認めたとき、また会員の 
３分の１以上の要求があった場合に会長が招集する。 

 
第９条 定期総会は次の事項について審議し、議決する。 

1. 前年度活動報告の承認 
2. 前年度決算報告および会計監査報告の承認 
3. 新年度役員および会計監査の承認 
4. 新年度活動計画案および予算案の承認 
5. その他本会にとって重要な案件 

 
第１０条 総会は、会員の過半数の参加をもって成立する。  

ただし、委任状は参加と認める。 
 

 
第１１条 総会の議決は、特別な定めのない限り、参加者の  

過半数をもって成立する。 
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第５章 役員および役員会 

 
第１２条 本会に次の役員を置く。 

1. 会 長 １名 （保護者会員） 
2. 副会長 ４名以上 

（保護者会員３名以上 教職員会員１名） 
3. 書 記 ４名以上 

（保護者会員３名以上 教職員会員１名） 
4. 会 計 ３名以上 

（保護者会員２名以上 教職員会員１名） 
 

第１３条 役員の任務は、次の通りとする。 
1. 会長は、本会を代表し、会務を総括する。また、

総会および運営委員会を開催する。 
2. 副会長は、会長を補佐し、会長がやむをえない

事情により職務を行えない場合は、その職務
を代行する。 

3. 書記は、総会、運営委員会などの議事を記録し、
その内容を会員に報告し、関係書類を保管 
する。 

4. 会計は、本会の会計事務を処理し、会計監査を
経て、その収支決算を定期総会に報告する。 

5. 役員は、各機関との連携を図り、各活動を支援
する。 

 
第１４条 役員の選出は、次の方法による。 

1. 役員は、全会員または会員予定者の中から 
選出される。 

2. 役員は、立候補者及び会員より推薦された中
から候補者を決定し、運営委員会の承認を 
経て、総会で承認し決定する。 

 
第１５条 役員の任期は１年とし、再任は妨げない。ただし、 

会長任期は連続して３年までとする。 
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第１６条 役員に欠員を生じた場合の補充については、役員会
で候補者を選出し、運営委員会において決定すると
ともに速やかに会員に報告する。補充のために選出
された役員の任期は、前任者の残りの期間とする。 

 
第１７条 役員会は、役員で構成され、必要に応じて会長が  

これを開催し、役員の３分の２の出席をもって成立
する。 

 
第１８条 役員会の議決は、出席者の過半数をもって成立する。 

 
第１９条 役員会の任務は次の通りとする。 

1. 会務全般の運営のため、企画・庶務・経理・  
渉外などを担当し、総会および運営委員会の
決定事項の執行にあたる。 

2. 総会および運営委員会の円滑な進行と、それ
に必要な準備。 

3. 運営委員会より委任を受けた事案の処理。 
4. 運営委員会に提出する議案の作成。 
5. その他緊急な問題の処理。 

 
 
 
第６章  運営委員会 
 
第２０条 運営委員会は、総会に次ぐ議決機関であり、必要に

応じて会長が開催する。開催方法は役員会で決定 
する。 

    
第２１条 運営委員会の構成は、次の通りとする。 

1. 役員 

2. 各委員会の代表者 
3. 校長、副校長 

 
第２２条 運営委員会の任務は、次の通りとする。 

1. 予算案および活動計画案の審議 
2. 活動報告および決算報告の審議と総会への 

提出 
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3. 役員会、各委員会、サークルの活動報告及び 
提出された案件の審議 

4. 総会の議決により委任された事案の処理 
5. 必要に応じて特別委員会を設置し、その委員

の選任を行う。 
6. 会務運営に必要な場合、細則を定める。 
7. その他必要な事項の審議 
 

第２３条 運営委員会は、構成員の過半数をもって成立する。
ただし、委任状は出席と認める。 

 
第２４条 運営委員会の議決は、特別な定めのない限り、出席

者の過半数をもって成立する。 
 
 
 
第７章  広報委員会 

 
第２５条 広報委員会は、各学年の会員の中から 3 名以上の 

委員を選出し、構成する。 
 

第２６条 広報委員会は、委員の互選により役員との連絡役 
１名を選出する。 

 
第２７条 広報委員会の任務は、次の通りとする。 

1. 本会の広報活動を行う。 
2. 代表は、運営委員会に参加し、活動を報告する。 
  

第２８条 委員の任期は、１年とする。ただし、再任は妨げ  
ない。 

 
 

第８章  地区委員会 

 
第２９条 地区委員は、できるだけその地区に住んでいる全学

年の会員から選出する。 
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第３０条 地区委員は、各地域の地区委員会の構成員となり 

活動し、その内容を運営委員会に報告する。 
 

第３１条 地区委員の任期は、１年とする。ただし、再任は妨げ
ない。 

 
第３２条 地区委員は、運営委員会の定足数および議決権には

含まれない。 
 
 
 

第９章  推薦委員会 
                       

第３３条 推薦委員会は、各学年の会員の中から委員 2 名以上
を選出し、これに役員から２名以上（保護者会員１
名以上、教職員会員１名以上）を加えて構成する。 

 
第３４条 推薦委員会は、委員の互選により委員長１名を選出

する。 
 

第３５条 推薦委員会は、会員の声が反映されるよう考慮し、
人物本位の上、学年、地域を配慮して、次年度の役員
候補者（保護者会員）および会計監査候補者（保護者
会員）を推挙し、運営委員会に報告する。 

 
第３６条 推薦委員は、運営委員会の定足数および議決権には

含まれない。 
 

第３７条 推薦委員会は、候補者が総会の承認を得て任務を 
完了する。 

   
第３８条 次年度 1 年生としてＰＴＡに加入するとみなされる

者は、役員候補対象にすることができる。 
 
第３９条 役員候補については、事情により、総会での承認に

代えて、全会員に文書承認をとることもできる。 
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第１０章 特別委員会  

 
第４０条 本会は、必要に応じて特別委員会を設けることが 

できる。 
 

第４１条 特別委員会は、本会の目的達成のため第３条に則る
活動を行う。 

     
第４２条 特別委員会は、その都度細則でこれを定める。 

 
 
 

第１１章 会 計 
 

第４３条 本会の会計年度は、４月１日から始まり、翌年３月
３１日に終わる。 

 
第４４条 本会の経費には、会費その他の収入をあてる。 

 
第４５条 会費の額は、定期総会で定める。 

 
第４６条 会費は、所定日に納入するものとする。また、年度 

途中の転出者には返却しない。転入者には年額を月
割りにしたものを会費とする。 

 
第４７条 会費は、事情により副会長（教職員会員）に相談の 

うえ、役員会の承認を得て減免することができる。 
 

第４８条 予算の執行にあたって必要が生じた場合は、予算外
の支出について運営委員会において決定することが
できる。 

第４９条 必要に応じ、４月１日以降総会までの期間において、
前年度予算の１２分の１の暫定予算を組むことが 
できる。 
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第 1２章 会計監査 
 

第５０条 本会の会計を監査するために、会計監査を置く。 
 

第５１条 会計監査は、保護者会員２名、教職員会員１名とし、
会員より推薦され、総会の承認をうける。 

 
第５２条 会計監査は、本会の会計を年２回（前期、後期）監査

し、その結果を運営委員会、定期総会に報告する。 
 

第５３条 会計監査の任期は１年とする。ただし再任は妨げ 
ない。 

 
 
 

第 1３章 サークル活動 
 

第５４条 本会におけるサークル活動は、次の規定により行う。 
1. サークル活動は、会員相互の教養を高め、健康

増進および親睦を図ることを目的とする。 
2. サークル活動は、会員の自主的協議によって

行う。 
3. サークルは、運営委員会の承認を得て組織 

することができる。 
4. サークルは、活動計画・活動報告書を運営委員

会に提出する。 
5. サークルは、本会からの補助金を受けとる 

ことができる。補助金を受けた場合、収支報告
書を運営委員会に提出する。 

6. その他本規定に定めのない事項については、
必要に応じて、役員会との協議の上決定する。 

 
  
 

第１４章 附則 
 

第５５条 本規約の改廃は、総会において参加者の３分の２ 
以上の同意による議決を必要とする。 
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第５６条 本規約を円滑に運用するため、別に必要な細則、  
規定を定める。 

 
第５７条 細則および規定は運営委員会で決定することが  

できる。 
 
 

平成２４（２０１２）年 ４月 １日制定 
平成２６（２０１４）年 ５月１５日改定 
平成３１（２０１９）年 ３月１２日改定 
令和 ４（２０２２）年 １月２８日改定 
令和 ５（２０２３）年 ２月１５日改定 
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中野区立中野中学校ＰＴＡ 慶弔等規定 
 
 
第１条 目的 
本規定は、本校ＰＴＡ規約第５８条に基づき、会員の弔事、災害、 

または生徒の活動に際し、ＰＴＡとしての意を表すために定める。 

 
 
第２条 弔慰見舞金 

弔慰見舞金は次の通りとする。 
1. 弔慰金 

イ.会員および生徒が亡くなった場合 10,000 円 
ロ.会員の子どもが亡くなった場合 5,000 円 
ハ.教職員会員の両親および配偶者が亡くなった場合 
 （配偶者の両親の場合は同居に限る） 5,000 円 

 
2. 災害見舞金 

会員の住居火災の場合 5,000 円 
 

 
第３条 生徒奨励金 
 生徒が学校活動において都外への遠征を伴う大会参加に対する 

 補助費参加（登録）人数に応じて 3,000 円〜50,000 円 

 

 

第４条 第２条、第３条に定める場合の他、特別な事情
がある場合には、役員会において協議の上決定
し、運営委員会に報告する。 

 
 

 

平成２４（２０１２）年 ４月 １日制定 
平成２６（２０１４）年 ５月１５日改定 
平成２７（２０１５）年 ９月 ８日改定 
令和 ４（２０２２）年 １月２８日改定 
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